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出張旅費規程
（目的および適用範囲）
　本規程は、役員及び従業員が会社の指示により出張を行う際の旅費支給基準を定め、適切かつ公平な運用を目的とする。
　本規程は、役員および従業員に適用する。
　本規定は、国内及び海外の出張に適用する。
（旅費の種類）
　出張旅費の種類は、次のとおりとする。
日帰り出張	原則として勤務地より直線距離で片道100kmを超す地域に出張し、宿泊を必要としない場合。
宿泊出張	国内で宿泊を伴う出張の場合。
海外出張	海外で宿泊を伴う出張の場合。
（旅費の支給基準）
 出張に必要な交通費・宿泊費は、原則として実費精算とし、以下の
基準に基づくものとする。
1. 国内出張では原則「普通車両」又は「エコノミークラス」を利
用する。役員及び特段の事情がある場合はビジネスクラス利用を
認める。
国内出張では標準的なビジネスホテルの料金、海外出張では宿
泊地域の一般的な３つ星クラスのホテル料金を目安とする。
1. 　 出張旅費は最安値の交通手段及び宿泊先を選択することを基本とする。  
 ただし、業務上やむを得ない事情がある場合は例外を認める。
　【日当の支給基準】
1. 国内出張の場合、出張1日につき役員：15,000円、管理職：
10,000円、一般職：8,000円を支給する。
1. 海外出張の場合、出張1日につき役員：30,000円、管理職：
20,000円、一般職：16,000円を支給する。
日当には宿泊費、食費、雑費を含まないものとする。
午後出発または午前帰着の場合の日当は半額とする。
宿泊を伴う出張は、出張2日とみなす。
  出張中に発生した業務上必要な費用（通信費、運搬費、タクシー代等）は、領収証の提出を条件に実費精算とする。
海外旅費において次に掲げる費用については、実費を支給する。
(1) 旅券交付手数料
(2) 査証料
(3) 外貨交換手数料
(4) 予防注射代
(5) 出入国税
(6) その他渡航に必要とされる費用
（日当の非課税扱いに関する注意事項）
 日当の支給は、業務遂行に必要な経費であることを明確にし、以下 
の要件を満たすものとする。
1. 出張目的、行程、業務内容が明記された出張報告書の提出。
1. 支給額が業界基準や地域の慣行に照らして妥当であること。
1.  	税務署における非課税扱いを維持するため、出張旅費規程および運
用記録の整備を徹底する。

（出張手続および精算）
　出張前に「出張予定表」を上長に提出し、承認を得るものとする。必要に応じて、旅費の仮払いを申請することができる。
1. 出張終了後の精算は、月末締め翌月25日払いを原則とする。
精算時には領収証を必ず添付すること。ただし、領収書がやむを得
ず提出できない場合は、理由書を提出することで精算を認める。
出張報告書は、帰任後10日以内に上長へ提出することを義務とする。
提出フォーマットのデジタル化
(1)  出張予定表、報告書および精算書は、Googleスプレッドシート
にて管理・提出するものとする。
(2) 各担当者は指定されたGoogleスプレッドシートに必要情報を入力
し、上長の承認を受けること
(3) スプレッドシート上で提出されたデータは、データ管理者が一元
管理し、出張記録として保管する。

（例外的措置）
　業務上やむを得ない事情がある場合、規程に基づかない旅費の支給を認めることがある。この場合、必要な書類を整備し、上長及び会社の承認を得るものとする。

（海外旅行傷害保険と保険金の取扱い）
　海外出張者は、海外旅行傷害保険に加入するものとする。保険料は
全額会社負担とする。死亡した場合、保険会社から支払われる保険金
は会社に戻し入れるものとし、遺族に対しては会社の定めるところに
より補償する。
（その他）
	本規程で定めのない事項については、就業規則および関連法令を適用する。
1. 疑義がある場合は、都度会社が判断し対応するものとする。

（附　則）
本規程は、令和7年1月1日から施行する。

